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平成２８年４月１日 

 

北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会 

会長 埼玉県知事 上田 清司 

 



 

拉致問題の早期解決について  

 

 北朝鮮による拉致問題については、一昨年の日朝合意を受けて北朝

鮮が特別調査委員会を設置して以降、何ら進展が見られません。  

 そのような中、北朝鮮は１月６日に核実験を強行し、２月７日に

は事実上の長距離弾道ミサイルの発射を行いました。これら一連の

暴挙は我が国の安全に対する重大な脅威であるとともに、北東アジ

ア及び国際社会の平和と安定を著しく害するものであります。  

 そして、北朝鮮で拉致問題の再調査を行う特別調査委員会は、拉

致問題を含む日本人の調査の全面中止と同委員会の解体を発表いた

しました。拉致問題の解決がさらに遠ざかるのではないかと強く懸

念しております。拉致被害者等やそのご家族はご高齢となり、一刻

の猶予も許されません。日本国民を救出することができるのは日本

国政府しかありません。 

 政府は、国連安保理の追加制裁決議に先行して独自制裁の強化を

決定しました。その後、国連安保理においても、北朝鮮に対するこ

れまでにない厳しい措置が盛り込まれた新たな制裁決議が採択され

ました。北朝鮮の一連の行動に対して、国際社会が一層厳しい態度

で臨む姿勢が示されているものと考えております。 

こうした国際社会の対応とも連携を図り、拉致被害者等の帰国と

ご家族との再会が一刻も早く実現するよう、国においては、次の事

項について適切な措置を講ずるよう要望いたします。  



記 

 

１．関係諸国や国際機関等と連携・協調を図りながら主体的に取り

組み、すべての拉致被害者等の一刻も早い帰国の実現に向け、目

に見える形で具体的な成果を出すこと。 

 

２．北朝鮮との協議に当たっては、これまでの交渉経過を踏まえつ

つ、今回の北朝鮮の一連の行動を新たな局面と捉え、北朝鮮の姿

勢を変えるための戦略的な取組を新たに構築するなどにより、粘

り強い交渉を継続すること。 

 

３．一刻も早く、失われつつある家族との時間を取り戻すという強

い思いのもと、拉致被害者等の帰国に与える影響等を考慮の上、

交渉期限の設定や首相特使の派遣、損害賠償の請求など、拉致問

題解決に向けた北朝鮮の行動を促す圧力となるような方策を検討

し、事態の打開を図ること。 

 

４．拉致被害者等の安全確保にあらゆる手立てを尽くすとともに、

北朝鮮による拉致の疑いがある方々についての調査・事実確認を

引き続き徹底して行い、拉致の事実が確認され次第、被害者とし

て認定すること。 

 

 

 

 


